
自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

第
一

第
一
条
に
よ
る
改
正
関
係

一

競
輪
の
開
催
回
数
の
制
限
の
見
直
し

競
輪
施
行
者
は
、
一
競
輪
場
当
た
り
の
年
間
開
催
回
数
及
び
一
競
輪
施
行
者
当
た
り
の
年
間
開
催
回
数
に
つ
い
て
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
範
囲
を
逸
脱
し
て
、
競
輪
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

車
券
の
購
入
等
の
制
限
の
見
直
し

車
券
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
て
は
な
ら
な
い
者
か
ら
、
成
年
の
学
生
生
徒
を
除
く
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三

払
戻
金
の
見
直
し

勝
者
投
票
の
的
中
者
に
対
す
る
払
戻
金
の
金
額
を
、
そ
の
競
走
に
つ
い
て
の
車
券
の
売
上
金
の
額
の
百
分
の
七
十
五
以
上

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
率
以
下
の
範
囲
内
で
競
輪
施
行
者
が
定
め
た
割
合
を
乗
じ
た
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
「
払
戻

対
象
総
額
」
と
い
う
。
）
を
当
該
勝
者
に
対
す
る
各
車
券
に
按
分
し
た
金
額
と
す
る
こ
と
。

あ
ん

四

重
勝
式
勝
者
投
票
法
の
導
入

１

勝
者
投
票
法
の
種
類
に
重
勝
式
勝
者
投
票
法
を
追
加
す
る
こ
と
。



２

重
勝
式
勝
者
投
票
法
の
種
別
で
あ
つ
て
勝
者
の
的
中
の
割
合
が
低
い
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以

下
「
指
定
重
勝
式
勝
者
投
票
法
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
勝
者
投
票
の
的
中
者
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
勝
者
投
票
に

係
る
払
戻
対
象
総
額
を
、
当
該
競
輪
施
行
者
が
開
催
す
る
競
輪
に
係
る
当
該
指
定
重
勝
式
勝
者
投
票
法
と
同
一
の
種
別
の

指
定
重
勝
式
勝
者
投
票
法
の
勝
者
投
票
で
あ
つ
て
そ
の
後
最
初
に
的
中
者
が
あ
る
も
の
に
係
る
加
算
金
と
す
る
こ
と
。

五

日
本
自
転
車
振
興
会
へ
の
交
付
金
の
特
例
の
見
直
し

交
付
の
期
限
の
延
長
を
し
よ
う
と
す
る
措
置
を
講
ず
る
期
間
は
、
五
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

自
転
車
競
技
会
の
合
併
に
関
す
る
規
定

自
転
車
競
技
会
の
合
併
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

七

勝
者
投
票
類
似
の
行
為
の
特
例

競
輪
施
行
者
の
職
員
は
、
競
輪
に
関
し
、
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
勝
者
投
票
類
似
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
競
輪
に
関
し
勝
者
投
票
類
似
の
行
為
を
さ
せ
て
財
産
上
の
利
益
を
図
る

行
為
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
当
該
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。



八

特
定
活
性
化
事
業
を
行
つ
た
競
輪
施
行
者
に
対
す
る
還
付

日
本
自
転
車
振
興
会
は
、
競
輪
施
行
者
が
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
前

年
度
に
行
つ
た
事
業
が
特
定
活
性
化
事
業
（
競
輪
場
の
改
修
そ
の
他
競
輪
の
事
業
の
活
性
化
に
必
要
な
事
業
と
し
て
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
旨
の
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
認

定
を
受
け
た
年
度
に
お
け
る
当
該
競
輪
施
行
者
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
競
輪
施
行
者
が
当
該
特
定
活
性
化
事
業
を
行
つ
た
年

度
に
交
付
し
た
交
付
金
（
以
下
「
特
定
交
付
金
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
特
定
活
性
化
事
業
に
要
し
た
費
用
と
し
て
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
額
（
そ
の
額
が
特
定
交
付
金
の
合
計
額
の
三
分
の

一
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
額
の
三
分
の
一
）
に
相
当
す
る
金
額
を
、
当
該
競
輪
施
行
者
に
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

九

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

第
二
条
に
よ
る
改
正
関
係

一

競
輪
振
興
法
人
の
指
定



経
済
産
業
大
臣
は
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
つ
て
、
二
の
業
務
（
以
下
「
競
輪
関
係
業
務
」
と
い
う
。
）
に
関

し
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
競
輪
振
興
法
人
と
し
て

指
定
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

競
輪
振
興
法
人
の
業
務

競
輪
振
興
法
人
は
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

競
輪
の
審
判
員
及
び
競
輪
に
出
場
す
る
選
手
の
検
定
及
び
登
録
並
び
に
競
輪
に
使
用
す
る
自
転
車
の
種
類
及
び
規
格
の

登
録
を
行
う
こ
と
。

２

選
手
及
び
自
転
車
の
競
走
前
の
検
査
の
方
法
、
審
判
の
方
法
そ
の
他
競
輪
の
実
施
方
法
を
定
め
る
こ
と
。

３

選
手
の
出
場
の
あ
つ
せ
ん
を
行
う
こ
と
。

４

審
判
員
、
選
手
そ
の
他
競
輪
の
競
技
の
実
施
に
必
要
な
者
を
養
成
し
、
又
は
訓
練
す
る
こ
と
。

５

自
転
車
そ
の
他
の
機
械
に
関
す
る
事
業
の
振
興
の
た
め
の
事
業
を
補
助
す
る
こ
と
。

６

体
育
事
業
そ
の
他
の
公
益
の
増
進
を
目
的
と
す
る
事
業
の
振
興
の
た
め
の
事
業
を
補
助
す
る
こ
と
。

７

交
付
金
の
受
入
れ
を
行
う
こ
と
。



８

そ
の
他
、
競
輪
の
公
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
業
務
又
は
自
転
車
そ
の
他
の
機
械
に
関
す
る
事
業
若
し
く
は
体
育

事
業
そ
の
他
の
公
益
の
増
進
を
目
的
と
す
る
事
業
の
振
興
に
資
す
る
業
務
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を

行
う
こ
と
。

三

競
輪
振
興
法
人
は
、
二
５
及
び
６
の
補
助
を
公
正
か
つ
効
率
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
競

輪
振
興
法
人
か
ら
補
助
を
受
け
て
事
業
を
行
う
者
は
、
認
可
を
受
け
た
競
輪
関
係
業
務
規
程
及
び
当
該
補
助
の
目
的
に
従
つ

て
、
誠
実
に
当
該
事
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

四

競
輪
振
興
法
人
は
、
競
輪
関
係
業
務
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
競
輪
関
係
業
務
の
開
始
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

五

競
技
実
施
法
人
の
指
定

経
済
産
業
大
臣
は
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
つ
て
、
六
の
業
務
（
以
下
「
競
技
実
施
業
務
」
と
い
う
。
）
に
関

し
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
競
技
実
施
法
人
と
し
て
指
定
で
き
る
こ
と
と
す

る
こ
と
。

六

競
技
実
施
法
人
は
、
競
輪
施
行
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。



１

競
輪
に
出
場
す
る
選
手
及
び
競
輪
に
使
用
す
る
自
転
車
の
競
走
前
の
検
査
、
競
輪
の
審
判
そ
の
他
の
競
輪
の
競
技
に
関

す
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

２

車
券
の
発
売
等
を
行
う
こ
と
。

３

競
輪
の
開
催
に
つ
き
宣
伝
を
行
う
こ
と
。

４

入
場
者
の
整
理
そ
の
他
競
輪
場
内
の
整
理
を
行
う
こ
と
。

５

そ
の
他
、
六
１
か
ら
４
ま
で
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

七

競
技
実
施
法
人
は
、
競
技
実
施
業
務
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
競
技
実
施
業
務
の
開
始
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

八

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
三

第
三
条
に
よ
る
改
正
関
係

一

小
型
自
動
車
競
走
の
開
催
回
数
の
制
限
の
見
直
し

小
型
自
動
車
競
走
施
行
者
は
、
一
小
型
自
動
車
競
走
場
当
た
り
の
年
間
開
催
回
数
及
び
一
小
型
自
動
車
競
走
施
行
者
当
た



り
の
年
間
開
催
回
数
に
つ
い
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
範
囲
を
逸
脱
し
て
、
小
型
自
動
車
競
走
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

勝
車
投
票
券
の
購
入
等
の
制
限
の
見
直
し

勝
車
投
票
券
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
て
は
な
ら
な
い
者
か
ら
、
成
年
の
学
生
生
徒
を
除
く
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三

払
戻
金
の
見
直
し

勝
車
投
票
の
的
中
者
に
対
す
る
払
戻
金
の
金
額
を
、
そ
の
競
走
に
つ
い
て
の
車
券
の
売
上
金
の
額
の
百
分
の
七
十
五
以
上

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
率
以
下
の
範
囲
内
で
小
型
自
動
車
競
走
施
行
者
が
定
め
た
割
合
を
乗
じ
た
額
に
相
当
す
る
金
額
（

以
下
「
払
戻
対
象
総
額
」
と
い
う
。
）
を
当
該
勝
車
に
対
す
る
各
勝
車
投
票
券
に
按
分
し
た
金
額
と
す
る
こ
と
。

あ
ん

四

重
勝
式
勝
車
投
票
法
の
導
入

１

勝
車
投
票
法
の
種
類
に
重
勝
式
勝
車
投
票
法
を
追
加
す
る
こ
と
。

２

重
勝
式
勝
車
投
票
法
の
種
別
で
あ
つ
て
勝
車
の
的
中
の
割
合
が
低
い
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以

下
「
指
定
重
勝
式
勝
車
投
票
法
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
勝
車
投
票
の
的
中
者
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
勝
車
投
票
に

係
る
払
戻
対
象
総
額
を
、
当
該
小
型
自
動
車
競
走
施
行
者
が
開
催
す
る
小
型
自
動
車
競
走
に
係
る
当
該
指
定
重
勝
式
勝
車



投
票
法
と
同
一
の
種
別
の
指
定
重
勝
式
勝
車
投
票
法
の
勝
車
投
票
で
あ
つ
て
そ
の
後
最
初
に
的
中
者
が
あ
る
も
の
に
係
る

加
算
金
と
す
る
こ
と
。

五

日
本
小
型
自
動
車
振
興
会
へ
の
交
付
金
の
特
例
の
見
直
し

交
付
の
期
限
の
延
長
を
し
よ
う
と
す
る
措
置
を
講
ず
る
期
間
は
、
五
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

小
型
自
動
車
競
走
会
の
合
併
に
関
す
る
規
定

小
型
自
動
車
競
走
会
の
合
併
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

七

勝
車
投
票
類
似
の
行
為
の
特
例

小
型
自
動
車
競
走
施
行
者
の
職
員
は
、
小
型
自
動
車
競
走
に
関
し
、
経
済
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
勝
車
投
票
類
似

の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
小
型
自
動
車
競
走
に
関
し
勝
車
投
票
類
似
の

行
為
を
さ
せ
て
財
産
上
の
利
益
を
図
る
行
為
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば

、
当
該
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

八

特
定
活
性
化
事
業
を
行
つ
た
小
型
自
動
車
競
走
施
行
者
に
対
す
る
還
付

日
本
小
型
自
動
車
振
興
会
は
、
小
型
自
動
車
競
走
施
行
者
が
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に



お
い
て
、
そ
の
前
年
度
に
行
つ
た
事
業
が
特
定
活
性
化
事
業
（
小
型
自
動
車
競
走
場
の
改
修
そ
の
他
小
型
自
動
車
競
走
の
事

業
の
活
性
化
に
必
要
な
事
業
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
旨
の
経
済
産
業

大
臣
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
年
度
に
お
け
る
当
該
小
型
自
動
車
競
走
施
行
者
の
申
請
に
よ
り
、

当
該
小
型
自
動
車
競
走
施
行
者
が
当
該
特
定
活
性
化
事
業
を
行
つ
た
年
度
に
交
付
し
た
交
付
金
（
以
下
「
特
定
交
付
金
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
特
定
活
性
化
事
業
に
要
し
た
費
用
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
経
済
産
業
大

臣
の
認
定
を
受
け
た
額
（
そ
の
額
が
特
定
交
付
金
の
合
計
額
の
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
額
の
三
分
の
一

）
に
相
当
す
る
金
額
を
、
当
該
小
型
自
動
車
競
走
施
行
者
に
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

九

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
分
）

第
四

第
四
条
に
よ
る
改
正
関
係

一

小
型
自
動
車
競
走
振
興
法
人
の
指
定

経
済
産
業
大
臣
は
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
つ
て
、
二
の
業
務
（
以
下
「
小
型
自
動
車
競
走
関
係
業
務
」
と
い



う
。
）
に
関
し
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
小
型
自
動

車
競
走
振
興
法
人
と
し
て
指
定
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

小
型
自
動
車
競
走
振
興
法
人
の
業
務

小
型
自
動
車
競
走
振
興
法
人
は
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

小
型
自
動
車
競
走
の
審
判
員
及
び
小
型
自
動
車
競
走
に
出
場
す
る
選
手
の
検
定
及
び
登
録
並
び
に
小
型
自
動
車
競
走
に

使
用
す
る
小
型
自
動
車
の
登
録
を
行
う
こ
と
。

２

選
手
及
び
小
型
自
動
車
の
競
走
前
の
検
査
の
方
法
、
審
判
の
方
法
そ
の
他
小
型
自
動
車
競
走
の
実
施
方
法
を
定
め
る
こ

と
。

３

選
手
の
出
場
の
あ
つ
せ
ん
を
行
う
こ
と
。

４

審
判
員
、
選
手
そ
の
他
小
型
自
動
車
競
走
の
実
施
に
必
要
な
者
を
養
成
し
、
又
は
訓
練
す
る
こ
と
。

５

小
型
自
動
車
そ
の
他
の
機
械
に
関
す
る
事
業
の
振
興
の
た
め
の
事
業
を
補
助
す
る
こ
と
。

６

体
育
事
業
そ
の
他
の
公
益
の
増
進
を
目
的
と
す
る
事
業
の
振
興
の
た
め
の
事
業
を
補
助
す
る
こ
と
。

７

交
付
金
の
受
入
れ
を
行
う
こ
と
。



８

そ
の
他
、
小
型
自
動
車
競
走
の
公
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
業
務
又
は
小
型
自
動
車
そ
の
他
の
機
械
に
関
す
る
事

業
若
し
く
は
体
育
事
業
そ
の
他
の
公
益
の
増
進
を
目
的
と
す
る
事
業
の
振
興
に
資
す
る
業
務
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
も
の
を
行
う
こ
と
。

三

小
型
自
動
車
競
走
振
興
法
人
は
、
二
５
及
び
６
の
補
助
を
公
正
か
つ
効
率
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と

と
も
に
、
小
型
自
動
車
振
興
法
人
か
ら
補
助
を
受
け
て
事
業
を
行
う
者
は
、
認
可
を
受
け
た
小
型
自
動
車
競
走
関
係
業
務
規

程
及
び
当
該
補
助
の
目
的
に
従
つ
て
、
誠
実
に
当
該
事
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

四

小
型
自
動
車
競
走
振
興
法
人
は
、
小
型
自
動
車
競
走
関
係
業
務
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
小
型
自
動
車
競
走
関
係
業
務
の

開
始
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る

こ
と
。

五

競
走
実
施
法
人
の
指
定

経
済
産
業
大
臣
は
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
つ
て
、
六
の
業
務
（
以
下
「
競
走
実
施
業
務
」
と
い
う
。
）
に
関

し
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
競
走
実
施
法
人
と
し
て
指
定
で
き
る
こ
と
と
す

る
こ
と
。



六

競
走
実
施
法
人
は
、
小
型
自
動
車
競
走
施
行
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

小
型
自
動
車
競
走
に
出
場
す
る
選
手
及
び
小
型
自
動
車
競
走
に
使
用
す
る
小
型
自
動
車
の
競
走
前
の
検
査
、
小
型
自
動

車
競
走
の
審
判
そ
の
他
の
小
型
自
動
車
競
走
の
競
技
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

２

勝
車
投
票
券
の
発
売
等
を
行
う
こ
と
。

３

小
型
自
動
車
競
走
の
開
催
に
つ
き
宣
伝
を
行
う
こ
と
。

４

入
場
者
の
整
理
そ
の
他
小
型
自
動
車
競
走
場
内
の
整
理
を
行
う
こ
と
。

５

そ
の
他
、
六
１
か
ら
４
ま
で
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

七

競
走
実
施
法
人
は
、
競
走
実
施
業
務
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
競
走
実
施
業
務
の
開
始
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

八

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
五

附
則

一

こ
の
法
律
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
の
規
定
は
平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日
ま
で



の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
第
四
の
規
定
は
平
成
二
十
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

（
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
分
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で

、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
及
び
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
関
係
）

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
十
一
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十

九
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
関
係
）



自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
要
綱

自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
と
す

る
こ
と
。



政
令
第

号

自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
二
号
）
附
則
第

一
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、

平
成
二
十
年
四
月
一
日
と
す
る
。



理

由

自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。



自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案

参
照
条
文

○
自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
六
月
十
三
日
法
律
第
八
十
二
号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

（
略
）

二

第
四
条
並
び
に
附
則
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
、

第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日


